
宮城県農業経営改善関係資金運営要領 

 

第１ 趣旨 

 この要領は、農業経営改善関係資金基本要綱（平成 14 年７月１日付け 14 経営第 1704 号農

林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という。）に定める次の対象資金（以下「対象

資金」という。）を円滑に融通するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

 ただし、クイック融資による農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）及び農業近代化資

金の取扱いについては、平成 19 年３月 30 日付け 18 経営第 7836 号農林水産省経営局長通知

の定めるところにより対応するものとする。 

(1) 農業近代化資金 

(2) 日本政策金融公庫資金 

① 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） 

② 経営体育成強化資金 

③ 農業改良資金 

④ 青年等就農資金 

 

第２ 農業者の手続等 

 対象資金の借入れを希望する農業者（以下「借入希望者」という。）は、(1)に掲げる関係

書類を作成し、(2)の提出先に提出するものとする。 

(1) 関係書類 

① 借入申込希望書兼経営改善資金計画書（基本要綱別紙１） 

② 農業経営改善計画書及び農業経営改善計画認定書の写し（認定農業者の場合） 

③ 青年等就農計画書及び青年等就農計画認定書の写し（認定新規就農者の場合） 

④ 認定新規就農者の貸付けに関する意見書（基本要綱別紙２の(1)）（指導農業士等から

農業経営の指導等を受けている認定新規就農者が、当該指導農業士等から認定新規就農

者の貸付けに関する意見書の交付を受けている場合） 

(2) 関係書類の提出先 

 対象資金の取扱いを行っている別紙１に掲げる金融機関（以下「窓口機関」という。）

のうちのいずれかとする。 

(3) 借入希望者が、飼養衛生管理基準（家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第

12 条の３に規定する飼養衛生管理基準をいう。）に定められた家畜のうち豚、いのし

し、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥を飼養する事業を

営む者である場合は、農場所在地を所管する県家畜保健衛生所から飼養衛生管理基準

の遵守状況の確認書類の交付を受け、この確認書類を(1)と併せて提出するものとす

る。 

 

第３ 窓口機関の手続等 

(1) 融資相談の対応等 



 窓口機関は、対象資金に係る苦情相談窓口を設置し、苦情等相談処理簿（窓口機関の任

意様式）及び融資相談案件処理簿（様式第 13 号又は様式第 13 号を参考とした窓口機関の

任意様式）を整備するものとし、苦情等又は経営改善資金計画書等の受理の有無にかかわ

らず、その内容及び処理状況等について整理しておくものとする。 

(2) 関係機関への通知 

 窓口機関は、借入希望者から関係書類を受理した場合、以下に定める関係機関にその写

しを送付するものとする。 

 なお、①の場合には、以後、本要領で定める窓口機関の手続については、第４の規定に

より融資審査を行う融資機関（以下「融資機関」という。）が行うものとする。 

① 借入希望者が特定の資金の借入れを希望している場合又は別紙２の農業経営改善関係

資金選択基準により、借入希望者に最もふさわしい資金が特定できる場合（以下「資金

が特定できる場合」という。） 

 別紙３のとおり 

② 借入希望者が特定の資金の借入れを希望していない場合で、別紙２の農業経営改善関

係資金選択基準によっては、借入希望者に最もふさわしい資金が特定できない場合（以

下「資金が特定できない場合」という。） 

 別紙４のとおり 

(3) 経営改善資金計画の認定申請 

 窓口機関は、以下の場合には、特別融資制度推進会議設置要綱（平成 13 年９月 12 日付

け 13 経営第 2931 号農林水産事務次官依命通知）第１の規定により市町村段階に設置され

ている特別融資制度推進会議（以下「推進会議」という。）の会長に対し経営改善資金計

画認定申請書（様式第２号）を提出するものとする。 

① 借入希望者が認定農業者であり、かつ、農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）又

は農業近代化資金の借入れを希望している場合 

② 集落営農組織が農業近代化資金又は農業改良資金の借入れを希望している場合 

③ 借入希望者が認定新規就農者の場合 

(4) 農業近代化資金の利子補給承認申請手続及び農業改良資金融通法（昭和 31 年法律第 102

号）第６条に規定する認定申請手続については、それぞれの資金に関する規定の定めると

ころによるものとする。 

 

第４ 審査体制の協議 

(1) 株式会社日本政策金融公庫及び民間金融機関は、次のルールに従い審査体制を決定する

ものとする。この場合、審査体制とは、窓口機関において、又は、関係融資機関において

協議し、融資機関及び借入申込資金を特定するため、必要な調整を行うことをいう。 

① 資金が特定できる場合 

 借入希望者の希望する、又は取り引きしている融資機関が審査するものとする。 

② 資金が特定できない場合 

 窓口機関を含む関係融資機関の協議により審査体制を決定するものとする。 



(2) (1)の②の場合、農業改良普及センターは、審査体制の協議に参加し、地方振興事務所又

は地方振興事務所地域事務所とも連絡をとって融資機関の審査が円滑に進むよう、必要な

調整を図るものとする。 

 

第５ 審査体制の通知 

 窓口機関は、第４の規定により審査体制が決定された後ただちに、様式第３号により借入

希望者に通知するとともに、様式第４号により融資機関に通知するものとする。ただし、借

入希望者が特定の資金の借入れを希望した場合には、この通知を省略できるものとする。 

 

第６ 借入申込書等の提出 

 借入希望者は、審査体制が決定された場合には、速やかに①（宮城県農業信用基金協会の

保証を希望しない場合）または②（宮城県農業信用基金協会の保証を希望する場合）の書類

を融資機関に提出するものとする。ただし、第１の(2)に規定する日本政策金融公庫資金に係

る借入申込書については、株式会社日本政策金融公庫が指定する様式によるものとするが、

農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金）に係る借入申込書については、経営改善資金計画

について推進会議の認定を受けた後に融資機関に提出するものとする。 

① 借入申込書（基本要綱参考様式３） 

② 借入申込書兼債務保証委託申込書（基本要綱参考様式４） 

  債務保証に関する意見書（別紙参考様式を用いること。ただし、宮城県農業信用基金協

会が別に指定する方式がある場合には、その方式によること。） 

 

第７ 推進会議の手続 

 推進会議の会長は、窓口機関から経営改善資金計画認定申請書を受理したときは、以下の

規定に従って、当該計画の認定手続を行うものとする。 

(1) 構成機関への関係書類の送付 

 推進会議の会長は、別紙５に記載の構成機関のうち借入申込案件に直接関係を有する機

関に経営改善資金計画書の写しを送付するものとする。 

(2) 認定要件 

① 次に掲げる農業経営改善計画又は青年等就農計画との整合性 

イ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 12 条第１項の認定に係る農業

経営改善計画 

ロ 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和 29 年法律第 182 号）第２条の５の認

定に係る経営改善計画 

ハ 果樹農業振興特別措置法（昭和 36 年法律第 15 号）第３条第１項の認定に係る果樹

園経営計画 

ニ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 14 条の４第１項の認定に係る

青年等就農計画 

② 農業経営改善計画又は青年等就農計画の達成確実性 



③ 借入金の償還の確実性等 

(3) 認定審査結果の通知 

① 推進会議の会長は、様式第７号により、窓口機関に対し認定審査結果を通知するとと

もに、通知書の写しを認定の翌月５日までに所管の地方振興事務所長又は地方振興事務

所地域事務所長（以下「所長」という。）に送付するものとする。 

② 窓口機関は、①の通知を受理したときは、様式第８号により、速やかに借入希望者に

対し認定審査結果を通知するものとする。 

③ 所長は、①の通知及び経営改善資金計画書の写しについて、内容を確認した後、適切

に保管するものとする。 

 

第８ 融資審査 

 融資機関は、基本要綱第３の２及び第５の４の規定に基づき、融資審査を行うものとする。 

 なお、融資機関は、融資を行わないときは、融資審査の結果について融資審査等総括表（基

本要綱参考様式２）に記録するものとする。 

 

第９ 融資審査結果の最終調整 

  融資審査を行った融資機関は、次のいずれかに該当する場合、融資審査結果を様式第９

号により窓口機関及び関係融資機関に通知し、最終調整を行うものとする。この場合、窓口

機関と融資機関が同一の場合にあっては、当該通知を省略することができる。また、融資機

関の所定の貸付決定通知書により、当該通知に代えることができる。 

(1) 複数の融資機関が融資審査を行った場合 

(2) 第４の(1)の②の規定により、関係融資機関の協議により審査体制を決定した場合 

(3) 基本要綱第５の４の(4)の規定により、審査体制を変更した場合 

 

第 10 借入希望者への通知 

(1) 窓口機関は、経営改善資金計画書等の受理を拒否する場合には、基本要綱第５の６の(1)

の規定により、その理由を様式第 14 号により借入希望者に通知するものとする。 

(2) 基本要綱第５の６の(2)の規定により、窓口機関は、借入申込希望書等の受理から原則と

して１か月半以内に借入希望者に融資の可否を通知することとしており、この通知は様式

第 10 号に様式第９号を添付して行うものとする。この場合、融資機関と窓口機関とが同一

のときは、当該融資機関所定の貸付決定通知書又は様式第 11 号により通知するものとす

る。 

(3) 基本要綱第５の６の(3)の規定により、融資を行わない場合には、窓口機関が借入希望者

に対してその理由を説明することとされているが、この説明に当たっては、融資機関に同

席を求めるなど、融資機関と十分に連携を図るものとする。 

 

第 11 債権保全措置 

 宮城県農業信用基金協会の保証については、基本要綱第３の３の(3)の規定にかかわらず、



同協会の定めるところによるものとする。 

 

第 12 経営状況の報告 

 基本要綱第３の４の(2)の規定に基づき、借入者は、経営改善資金計画期間中、経営改善資

金計画が達成されるまでの間、毎年、経営状況報告書（様式第 12 号－１又は様式第 12 号－

２）により、経営状況を融資機関に報告するものとし、その取扱いについては次のとおりと

する。 

(1) 融資機関は、借入者に対し、毎年３月末日までに経営状況報告書を送付し、提出を求め

るものとする。 

 なお、融資機関は、経営状況報告書の送付に際し、借入者が計画と実績を比較できるよ

う、融資機関であらかじめ記載すべき欄を記載の上、送付するものとする。 

(2) 借入者は、経営状況報告書に前年実績を記載し、決算報告書又は申告書の写しを添付の

上、毎年４月末日までに、融資機関へ提出するものとする。 

(3) 融資機関は、所管の所長又は市町村長から求められた場合には、(2)の経営状況報告書の

写しを所管の所長又は市町村長に提出するものとする。 

(4) 所長は、(3)の規定により経営状況報告書の写しの提出を受けたときは、関係する農業改

良普及センター所長に送付するものとする。 

(5) (4)の規定により、経営状況報告書（写し）の提出を受けた農業改良普及センター所長は、

次の場合において借入者に対する経営指導を実施するものとする。 

① 借入者から経営指導の申し出があったとき。 

② 融資機関から指導依頼があったとき。 

③ 農業改良普及センター所長が経営指導の必要があると認めたとき。 

 

  附 則 

この要領は、平成１４年８月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１８年３月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１９年４月２日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 



この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２２年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、令和５年９月１日から施行する。 

２ 改正前の様式については、当分の間、これを使用することができる。 



（別紙１） 

経営改善関係資金の窓口機関 

 

 

取扱いできる資金 

 

 

窓口機関名 

 

農業近代化

資金 

 

日本政策金融公庫資金 

農業経営基

盤強化資金 

(ｽｰﾊﾟｰ L 資金) 

経営体育成

強化資金 

 

農業改良

資金 

 

青年等就

農資金 

 

農業協同組合 ○ ○ ○ ○ ○ 

農林中央金庫仙台支店 ○ ○ ○ ○ ○ 

日本政策金融公庫仙台支店  ○ ○ ○ ○ 

 

銀行 

 

株式会社七十七銀行 ○ ○ ○ ○ ○ 

株式会社仙台銀行 ○ ○ ○ ○ ○ 

石巻信用金庫  ○ ○ ○ ○ 

石巻商工信用組合 ○     

古川信用組合 ○     

 

（注１）窓口機関は、資金取扱いの有無にかかわらず、すべての資金について受付窓口となる。 

（注２）このほかに、宮城県外に本店のある銀行の支店が窓口機関となる場合もある。 



（別紙２） 

農業経営改善関係資金選択基準 

 

１ 認定農業者の場合 

① 通算残高が 18 百万円（法人 36 百万円）を超える場合は、計画するすべての借入れに

ついて農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金）を選択する。 

② 償還期間が 15 年を超える借入れが含まれる場合には、計画するすべての借入れについ

て農業経営基盤強化資金（スーパーL 資金）を選択する。 

③ 農地取得に係る借入れを含む場合には、計画するすべての借入れについて農業経営基

盤強化資金（スーパーL 資金）を選択する。 

④ ①から③までに該当しない場合には、計画するすべての借入れについて農業近代化資

金を選択する。 

 

２ 一般担い手農業者（認定農業者以外）の場合 （注） 

① 通算残高が 18 百万円（法人 200 百万円）を超える場合は、計画するすべての借入れに

ついて経営体育成強化資金を選択する。 

② 償還期間が 15 年を超える借入れが含まれる場合には、計画するすべての借入れについ

て経営体育成強化資金を選択する。 

③ 農地取得に係る借入れを含む場合には、計画するすべての借入れについて経営体育成

強化資金を選択する。 

④ ①から③までに該当しない場合には、計画するすべての借入れについて農業近代化資

金を選択する。 

 

（注） 借入希望者が認定新規就農者の場合には、青年等就農資金の活用も含め、借入希望

者の経営実態等を踏まえて選択する資金を検討する。 



（別紙３） 

窓 口 機 関 の 関 係 書 類 送 付 先 

（資金が特定できる場合） 

 

１ 民間金融機関が窓口機関の場合 

 

資金名 

 

送付先 

 

 

農業近代化

資金 

 

ス ー パ ー

Ｌ資金 

 

経営体育成

強化資金 

 

農業改良

資金 

 

青年等就農

資金 

借入希望者が希望する又

は取引している民間金融

機関 

◎ × × × × 

日本政策金融公庫仙台支店 × ◎ ◎ ◎ ◎ 

農業改良普及センター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

宮城県農業信用基金協会 
○ 

（注１） 

○ 

（注１） 

○ 

（注１） 

○ 

（注１） 

○ 

（注１） 

（注１）協会保証を全く希望しない場合、送付は不要 

（注２）委託貸の場合など、本表の対応と異なる場合がある。 

 

 

２ 日本政策金融公庫が窓口機関の場合 

 

資金名 

 

送付先 

 

 

農業近代化

資金 

 

 

ス ー パ ー

Ｌ資金 

 

経営体育成

強化資金 

 

農業改良

資金 

 

青年等就農

資金 

借入希望者が希望する又

は取引している金融機関 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

農業改良普及センター ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

宮城県農業信用基金協会 ○ 

（注） 

○ 

（注） 

○ 

（注） 

○ 

（注） 

○ 

（注） 

（注）協会保証を全く希望しない場合、送付は不要 



（別紙４） 

窓 口 機 関 の 関 係 書 類 送 付 先 

（資金が特定できない場合） 

 
 

窓口機関 

 

送付先 
 

日本政策金融公庫仙台支店 

民間金融機関 

農協 農協以外 

日本政策金融公庫仙台支店 × ◎ ◎ 

民間金融機関 

◎ 

（借入希望者が希望する又は 

取引している民間金融機関） 

× × 

農業改良普及センター ◎ ◎ ◎ 

宮城県農業信用基金協会 
○ 

（注） 

○ 

（注） 

○ 

（注） 

（注）借入希望者が協会保証を全く希望しない場合、送付は不要 



（別紙５） 

特別融資制度推進会議における経営改善資金計画書の送付先 

 

 

 

農業近代化 

資金 

スーパーＬ 

資金 

農業改良 

資金 

青年等就農 

資金 

日本政策金融公庫仙台支店      ◎      ◎      ◎      ◎ 

宮城県青年農業者等育成セ

ンター 
     ◎      ◎      ◎      ◎ 

農林中央金庫仙台支店      ◎      ◎      ◎      ◎ 

各市町村     

農業委員会      ◎      ◎      ◎      ◎ 

家畜保健衛生所      ◎      ◎      ◎      ◎ 

地方振興事務所又は 

地方振興事務所地域事務所 
     ◎      ◎      ◎      ◎ 

（注）経営改善資金計画書の写しは、上記機関のうち借入申込案件に直接関係を有する機関に

送付すること。 


